
１ 目 的 

学校に登校する意志がありながらさまざまな理由で、登校できないさぬき市内の

小・中学校に在籍又はさぬき市内に在住している児童・生徒のために、学校とは違

った環境で子どもたち一人一人に応じた活動の場を提供しつつ、学習支援や小集団

活動を行うことで、学校への復帰や社会的自立をめざします。 

 

２ 開級期間・時間 

☆ 開級期間・・・・・４月１日 ～ 翌年３月３１日 

   （土・日・祝日・冬季休業日・学年末休業日・学年始休業日

はお休みです。夏季休業日は通級生に配布する「ＦＩＮＥ」

の行事予定表をご確認ください。） 

☆ 開級時間・・・・・９：００ ～１５：００（月 ～ 金曜日） 

            ９：００ ～１２：００（午前活動日の場合） 

☆ 活動のめやす 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
※ 体験活動、室外活動によっては、時間割に変更があります。 

 

３ 保護者との連携 

☆ 保護者の相談を受け、保護者と共に子どもが自立するための支援をしていける

よう、信頼関係を築いていきます。 

  ☆ 毎月、通級・活動状況を文書にて報告し、必要に応じて電話連絡を行います。

その際、個人情報の取扱いについては、十分配慮します。 

また、学校と家庭との情報窓口となり、子どもの状態に応じて活動内容や活動

時間を調整します。 

☆ 随時、保護者との懇談を行い、「ＦＩＮＥ」での様子や家庭での様子などについて

話し合います。また、年２回「親の会」を実施しています。 
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自 分 の 時 間  

○ あいさつ、出席簿の記入  

○ 一日の活動の計画・準備 

９：３０ 

 

１２：００ 

○ 個別学習、読書など 

１２：００ 
 
 

１３：００ 

 

昼  食  ・  休  憩  

１３：００ 

 

  

 

 

 

 

   

１５：００ 
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み ん な の 時 間  

〇 みんなで楽しめる活動 

・体験活動（調理実習、栽培活動、体験教室など） 

・室外活動（遠足、散策など） 

・スポーツ活動（フリスビー、バドミントン、バスケットボール、

ソフトバレーボール、卓球など） 

・その他の活動（ゲーム、工作など） 

○ 出席簿の記入、あいさつ 
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☆ 「臨床心理士によるカウンセリング」を実施しています。（年１０回程度） 

 希望される方は、℡０８７９－２６－９９７６ までお問い合わせください。 

☆ 「公認心理師（ＳＣ）によるカウンセリング」を実施しています。 

 

４ 在籍校との連携 

☆ 毎月、通級・活動状況を文書にて報告します。 

☆ 児童・生徒の学校復帰をめざし、電話連絡や学校訪問等をとおして在籍校とＳ

ＳＷに相談しながら、密な連携を図り、より望ましい支援をしていきます。その

際、個人情報の取扱いについては十分配慮します。 

☆ 学校行事等に参加できるよう働きかけをしていきます。 

 

５ 見学及び体験通級 

☆ 学校を通じて、事前に少年育成センター内「ＦＩＮＥ」（℡ 0879 – 26 - 9976）まで

ご連絡ください。 

 

６ 通級・退級等 

子どもや保護者と学校間で十分相談の上、通級することが子どもにとって望ま

しいとの判断に至った場合に手続きをお願いします。 

なお、通級する児童・生徒の学籍は、在籍校にあります。 

☆ 通級手続 

   保護者        在籍校の校長            教育長             在籍校の校長 

     （通級願） → （通級申請書・児童生徒記録票・通級願写） →  （決定通知書） 

※ 保護者は、「通級願」を年度ごとに校長に提出してください。 

※ 「ＦＩＮＥ」で対応することが、当該児童・生徒にとって適切でないと判断

した場合には、通級許可を取り消す場合があります。 

☆ 退級手続 

保護者        在籍校の校長            教育長             在籍校の校長 

（退級願）     →        （退級願写）  →   （受理通知書） 

※ 学校復帰や転出などにより退級する場合、保護者は「退級願」を校長に提出

してください。 

☆ 通級方法 

   子どもの状況に応じて、保護者の送迎もしくは徒歩・自転車・バスで通級をお

願いします。 

 

７ その他 

☆ 教室における活動中及び通級中の災害は、学校の管理下における災害として扱

われますので、通級路について変更が生じた場合は、学校へ報告が必要です。 

☆ 給食はありませんので、昼食は、各自で準備・持参してください。 

☆ 通級するための交通費や諸活動に要する経費などについては、個人負担となり

ます。 

☆ 各自の持ち物については、自己管理、自己責任とします。                                                          


